
 

後期高齢者医療の在り方に関する特別部会の設置について 

 

 

１．部会の設置の趣旨及び審議事項 

 

健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）によ

り、７５歳以上の後期高齢者については、平成２０年４月より独立した

医療制度を創設することとされている。 
 

後期高齢者医療制度の創設に当たり、後期高齢者の心身の特性等にふ

さわしい医療が提供できるような新たな診療報酬体系を構築することを

目的として、後期高齢者医療の在り方について審議いただくため、社会

保障審議会に専門の部会を設置する。 

 

２．その他 

 

  後期高齢者医療制度の在り方に関する特別部会の議事は公開とする。 
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